
（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 後 改 正 前

第２ 化学療法 第２ 化学療法

１ （略） １ （略）

２ 薬剤の種類及び使用方法 ２ 薬剤の種類及び使用方法

⑴ 抗結核薬 ⑴ 抗結核薬

ア （略） ア （略）

イ 抗結核薬の選定における留意事項は、次に掲げるとおり イ 抗結核薬の選定における留意事項は、次に掲げるとおり

とする。 とする。

(ア)～（ウ） （略） (ア)～（ウ） （略）

（削る） (エ) ＤＬＭ及びＢＤＱは、患者の結核菌がＩＮＨ及びＲＦ

Ｐに対して耐性を有する場合に限って使用する。ＤＬＭ

又はＢＤＱ以外の３剤以上と併用して、これを使用する

ことを原則とする。ただし、外科的療法を実施する場合

には、ＤＬＭ又はＢＤＱ以外の１剤又は２剤と併用して

、これを使用することができる。

また、ＤＬＭ又はＢＤＱ以外の３剤以上と併用するこ

とができないことを理由として、ＤＬＭ又はＢＤＱ以外

の１剤又は２剤と併用することを検討する際には、薬剤

に対して耐性を有する結核菌の発現の防止と結核の治療

効果の両面から慎重な検討を要する。

ウ （略） ウ （略）

⑵ （略） ⑵ （略）

３ 肺結核の化学療法 ３ 肺結核の化学療法

⑴ 薬剤選択の基本的な考え方 ⑴ 薬剤選択の基本的な考え方

ア （略） ア （略）

イ 薬剤感受性検査判明時の薬剤選択 イ 薬剤感受性検査判明時の薬剤選択

(ア) （略） (ア) （略）

(イ) ＩＮＨ又はＲＦＰが使用できない場合（患者の結核菌 (イ) ＩＮＨ又はＲＦＰが使用できない場合については、使



がＩＮＨ及びＲＦＰに対して耐性を有する場合を除く。 用できない抗結核薬に代えて、２の⑴のアに掲げる順に

）については、使用できない抗結核薬に代えて、２の⑴ 、患者の結核菌が感受性を有すると想定される抗結核薬

のアの(ア)から（サ）までに掲げる順に、患者の結核菌が感受 を４剤以上選んで併用療法を開始し、その後は長期投与

性を有すると想定される抗結核薬を４剤以上選んで併用 が困難な薬剤を除いて治療を継続する。この場合の治療

療法を開始し、その後は長期投与が困難な薬剤を除いて 期間については、次に掲げるとおりとする。

治療を継続する。この場合の治療期間については、次に

掲げるとおりとする。

ⅰ～ⅲ （略） ⅰ～ⅲ （略）

(ウ) 患者の結核菌がＩＮＨ及びＲＦＰに対して耐性を有す （新設）

る場合については、患者の結核菌が感受性を有すると想

定される抗結核薬を５剤選んで併用療法を行う。この場

合において、薬剤の選択に当たっては、まず、ＬＶＦＸ

及びＢＤＱの使用を検討し、その後ＰＺＡ、ＥＢ、ＣＳ

及びＤＬＭの使用を検討しなければならない。ただし、

これらの薬剤から５剤選ぶことが困難な場合には、これ

らの薬剤に代えてＳＭ、ＫＭ、ＴＨ、ＥＶＭ又はＰＡＳ

を使用することもできる。

これらの場合の治療期間は、菌陰性化後１８月間とす

る。

(エ) （略） (ウ) （略）

⑵・⑶ （略） ⑵・⑶ （略）

４ （略） ４ （略）

５ 潜在性結核感染症の化学療法 ５ 潜在性結核感染症の化学療法

潜在性結核感染症の治療においては、原則として次の⑴又は 潜在性結核感染症の治療においては、原則としてＩＮＨの単

⑵に掲げるとおりとする。ただし、ＩＮＨが使用できない場合 独療法を６月間行い、必要に応じて更に３月間行う。ただし、

又はＩＮＨの副作用が予想される場合は、ＲＦＰ単独療法を４ ＩＮＨが使用できない場合には、ＲＦＰの単独療法を４月ない

月間行う。 し６月間行う。

⑴ ＩＮＨの単独療法を６月間行い、必要に応じて更に３月間

行う。

⑵ ＩＮＨ及びＲＦＰの２剤併用療法を３月又は４月間行う。

第３ 外科的療法 第３ 外科的療法



１ 外科的療法の一般方針 １ 外科的療法の一般方針

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略）

⑶ 患者の結核菌がＩＮＨ及びＲＦＰに対して耐性を有する場 （新設）

合の外科的療法の実施に際しては、患者の結核菌が感受性を

有すると想定される抗結核薬を複数併用する。

２～５ （略） ２～５ （略）


